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EP特許異議手続中の補正に関し拡大審判部が審決を下す（G 3/14） 

 

 

                            ２０１５年０４月０６日 
 

 

 

                            

１. はじめに 

EPO において権利付与後の異議申立制度が設けられています。異議部は、Art.100 EPC に規

定の以下の異議申立理由のうち少なくとも 1つを充足するか否かを審理します。 

 

【異議申立理由】 

(i) EP特許の対象が Art.52 EPC～Art.57 EPC*1に基づいて特許を受けることができないこと。 

(ii) EP 特許が発明を当該技術の熟練者が実施することができる程度に明確かつ十分に開示していないこ

と。 

(iii) EP特許の対象が出願時の出願内容を超えていること、又は、特許が分割出願について若しくはArt.61 

EPC*2に従って提出された新たな出願について付与された場合は、先の出願の出願時の内容を超えて

いること。 
 
 

異議部は異議手続中に特許権者が行った補正を考慮し、 (i) EPCの特許要件や補正の要件及び

これらに関する施行規則に定める条件が満たされている場合、補正された明細書を維持するとい

う決定をするのに対し、(ii) EPCの要件を満たしていないと認める場合、当該特許を取り消しま

す。*3 

 

ところで、異議手続において、特許権者は補正を行うことができます。但し、この場合は、保

護範囲を拡大するように補正することができないと共に、Art.100 EPCに規定の異議申立理由に

対応した補正である必要があります（Art.123(3) EPC、Rule 80、Guidelines Part D-IV-5.3参照）。 

 

 たとえば、異議手続中に、独立特許クレーム（granted independent claim）に従属特許ク

レーム（granted dependent claim）の特徴をそのまま組み入れる補正が行われた場合、(i) Art. 

84 EPC（明瞭か否か）に関しても審査すべき旨を判示した審決（たとえば、T 459/09 や T 

                                                   

*1 特許を受けることができる発明（Art.52 EPC）、特許性の例外（Art.53 EPC）、新規性（Art.54 EPC）、新規性に影

響を与えない開示（Art.55 EPC）、進歩性（Art.56 EPC）、産業上の利用性（Art.57 EPC） 

*2 Art.61 EPCは、欧州特許を受ける権利を有していない者による欧州特許出願を規定している。  
*3 異議部は，異議申立の理由の少なくとも 1によって，欧州特許を維持することができないと認める場合は，特許を

取り消す。それ以外の場合は，異議申立は，却下する（Art.101(2)EPC）。異議部は，異議申立の手続中に特許所有者が

した補正を考慮した上で，特許及びそれに係る発明が，本条約の要件を満たしていないと認める場合は，その特許を取

り消す（Art.101(3)(b)EPC）。 
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409/10 参照）と、(ii) プロセキューション時に審査部により上記各要件を充足するか否かにつ

いて十分に体系的に審査されているはずであるので、明瞭か否かに関する審査は不要である旨を

判示した審決とがあります（たとえば、T 1495/05参照）。 

 

 このように、異議申立手続において補正が行われた場合に Art. 84 EPC（明瞭か否か）に関し

審査されるべきか否かについて、統一した審決が下されていませんでした。そこで、T 0373/12

において技術審判部によって、「異議手続中および異議決定を不服とする審判手続中にクレーム

を補正した場合、そのような補正が Art. 84 EPC（明瞭か否か：異議理由ではないことに留意）

に関し審査されるべきか否か？」について、拡大審判部に付託されていました（G 3/14）。 

 

 このたび、G 3/14において、付託事項に対し審決が下されました。本件に関し、以下に説明

します。 
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